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研究要旨 

 相談支援センターの相談員は、新しくつくられた機能を担うスタッフとして現場の相談員が

業務のしづらさを感じていることは報告されてきた。対人援助サービスの質は、スタッフの職

務満足と密接に関係することから、がんの相談支援の充実のためにも相談員が感じるやりがい

や困難を把握し、より高い職務満足が得られる環境を整えていくことは極めて重要である。よ

って本研究では、全国のがん相談支援センターの現場で対応にあたる相談員の感じるやりがい

や充実感と、困難感や不全感を把握するのに先立ち、質問紙を作成するための項目の抽出に必

要な要素について、フォーカスディスカッションを通じて予想される要素を質的に検討するこ

とを目的とする。 
 がん診療連携拠点病院の相談支援センターのがん専門相談員により、がん専門相談員として

感じるやりがいや困難、その背景にある状況について 2 回のフォーカスグループディスカッシ

ョンを行った。ディスカッションの内容を録音し、作成した逐語録を質的に分析した。 
フォーカスグループディスカッションの中で挙げられた内容は、「やりがい・充実感とそれ

が得られやすい場面」「困難・不全感」「困難や不全感の背景」「相談員の自発的な取り組みと、

求める外的要件」の４つの次元に整理された。やりがいや充実感としては、若手、責任者のグ

ループいずれにも共通して[人としてかかわれたこと]が感じられることが挙げられた。困難・

不全感としては、[相談ケースに対応する中で感じる辛さ][相談者が期待する役割を果たせない

ための辛さ][相談員の役割や対応方針に確信がもてない不安][より望ましい対応に結び付けら

れないもどかしさ] [組織内で相談支援センターや相談員の役割が正当に理解・評価されていな

い]の５つの要素が挙げられた。「困難や不全感の背景」としては、病院の論理や組織の環境に 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A. 研究目的 

がん診療連携拠点病院に相談支援センタ

ーが設置されることが定められて 6 年が経

過した。本年度に新たに閣議決定されたが

ん推進基本計画においても、就労など新た

に重点課題とされたテーマについても相談

支援体制の充実が謳われており、相談支援

センターの重要性は認識されている。しか

し、がん診療連携拠点病院の相談支援セン

ターは、自院の患者のみならず、地域の住

民を含むすべての人に対してがんに関する

相談対応を無償で行うという従来の医療機

関にはない機能が課されており、新しくつ

くられた機能を担うスタッフとして現場の

相談員が業務のしづらさを感じていること

は、相談員の意見が集約される場である「都

道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 

相談支援部会」においても報告されている。

対人援助サービスの質は、スタッフの職務

満足と密接に関係することは繰り返し報告

されていることから、がんの相談支援の充

実のためにも相談員が感じるやりがいや困

難を把握し、より高い職務満足が得られる

環境を整えていくことは極めて重要である。 

がん診療連携拠点病院の相談支援センタ

ーでがん専門相談員として相談に応じるス

タッフの多くは看護師またはソーシャルワ

ーカーである。これらの専門職の職場環境

や職務満足については、多くの概念やスケ

ールが開発されているが、上述した通り、

相談支援センターは従来にない機能を持ち

合わせており、それゆえのやりがいや困難

を感じていることが報告されており、既存

のスケールにはない要素が含まれている可

能性が高い。 

よって本研究では、全国のがん相談支援

センターの現場で対応にあたる相談員の感

じるやりがいや充実感と、困難感や不全感

を把握するのに先立ち、質問紙を作成する

ための項目の抽出に必要な要素について、

フォーカスディスカッションを通じて予想

される要素を質的に検討することを目的と

する。 

 

B. 研究方法 

全国の拠病院のがん相談支援センターの

相談員が登録し、相互に情報交換が可能な

メ ー リ ン グ リ ス ト

関するものとして、[病棟の多忙と力量不足] [担当医の理解不足] [「件数重視」の姿勢] [マン

パワー不足] [相談対応の基盤が整わない院内環境] [院内への直接の経済的貢献を重視する雰

囲気] [医療をめぐる社会情勢の変化・それに対応する院内ロジック]、より広い[疾患の特徴] [社
会におけるがんの状況]についての２つのレベルにおいて話題が及んだ。 
相談員の主体的な取り組みとしては、 [相談支援センター業務の自発的な取り組み] [院内の

関係をつくる・理解を広げる努力] [地域の関係をつくる努力] [行政との関係をつくる努力]が
挙げられ、また、がん診療連携拠点病院の指定要件などにおいて人員配置などについて具体的

かつ必須として要件が規定され、またその実施についても踏み込んだ精査が行われることを求

める意見が多く出された。 
 がん専門相談員が感じるやりがいや充実感、困難や不全感については、看護職やソーシャル

ワーカーなどの職種で開発されている職務満足度によって捕捉される内容に部分的に共通す

るものの、がん専門相談員に特定の要素もあるものと考えられ、がん専門相談員の職務満足の

把握にあたっては、従来の尺度や研究結果を参照しつつ、本研究で明らかになった要素を反映

できる新たな尺度開発が必要であると考えられた。また、よりよいがん相談支援につなげるた

めには、その環境改善も必要であり、背景として考えられる要因についても合わせて把握する

ことが望ましいと考えられた。 



  

（kyoten-cisc@ml.res.ncc.go.jp）にて、

本研究の趣旨を説明し、フォーカスグルー

プディスカッションへの参加を呼び掛けた

（資料参照）。ディスカッションは 2 回に

分けて行い、１回は現場の責任者の立場に

ある相談員7名（看護職5名、福祉職2名）、

もう1回は若手の相談員3名（福祉職2名、

心理職）で行った。ディスカッションはい

ずれも 3時間で 2013 年 2月に実施した。 

参加者の同意を得て録音し、逐語録を作成

した。この逐語録で語られた内容を質的に

分析した。 逐語録より語られた内容から

意味のあるエピソードを抽出した結果、の

べ 203 個のエピソードが抽出された。この

エピソードをコード化して整理した。 

 

C. 研究結果 

フォーカスグループディスカッションの

中で挙げられた内容は、「やりがい・充実

感とそれが得られやすい場面」「困難・不

全感」「困難や不全感の背景」「相談員の

自発的な取り組みと、求める外的要件」の

４つの次元に整理された。 

 

１．がん専門相談員が感じるやりがい・充

実感とそれが得られやすい場面 

 グループディスカッションの中で挙げら

れたやりがい・充実感とそれが得られやす

い場面について表 1 に示した。やりがいや

充実感としては、若手、責任者のグループ

いずれにも共通して[人としてかかわれた

こと]が感じられることが挙げられた。具体

的には相談に来てよかったという言葉や安

心した表情、退院後のフィードバックがあ

るなど、相談者の反応が感じられること、

相談の原点を感じられるような中身のある

相談対応ができたと感じられること、患者

の力を感じるような言動に触れることがで

きたことが挙げられた。また、若手のグル

ープの際にのみ話題となったが、やりがい

や充実感を感じられる場面としては患者サ

ロン、院内他部署との密接なかかわり、地

域医療機関等とのかかわりが挙げられた。 

 

２．がん専門相談員が感じる「困難・不全

感」 

 グループディスカッションの中で挙げら

れた困難や不全感について表２に示した。

ここで挙げられた内容は、精神疾患を抱え

た人への対応であったり、相談者から怒り

を向けられた場合など、関わった相談者が

亡くなった場合など、[相談ケースに対応す

る中で感じる辛さ]、相談者が求めるような

転院先がない、自身の知識不足を感じる、

スキルアップに向かう取り組みができてい

ないなど[相談者が期待する役割を果たせ

ないための辛さ]、日常の相談対応の方針に

ついて相談できる相手がいない、部署内で

共有することができないために自分の対応

や役割に不安を感じているという[相談員

の役割や対応方針に確信がもてない不安]、

相談に結び付けることが望ましいと思われ

る潜在的なニーズを拾えていない、相談者

にとって最適と思われる対応をするための

役割分担や対応時間がとれていないなどの

[より望ましい対応に結び付けられないも

どかしさ]、本来相談支援センターや相談員

が果たすべき役割が軽視され、必要に応じ

て丁寧に対応したケースが評価されない、

がん専門相談員がかかわるべきと思われた

ケースをつないでもらえない、組織の中で

相談支援センターをバックアップしてもら



  

えない、雇用が不安定なため相談支援セン

ターの運営に継続性が担保できないなど

[組織内で相談支援センターや相談員の役

割が正当に理解・評価されていない]の５つ

の要素が挙げられた。 

これらの要素への言及は、若手グループ、

責任者グループでそれぞれ異なる傾向が見

られ、[相談ケースに対応する中で感じる辛

さ] [相談者が期待する役割を果たせないた

めの辛さ] [相談員の役割や対応方針に確信

がもてない不安]については、若手グループ

で多く語られ、[より望ましい対応に結び付

けられないもどかしさ] [組織内で相談支援

センターや相談員の役割が正当に理解・評

価されていない辛さ]については、両方のグ

ループで言及されたが、特に責任者グルー

プでのディスカッションのおいて多くの発

言がみられた。 

 

３．がん専門相談員が感じる「困難や不全

感の背景」 

 先に述べた困難や不全感の背景にある組

織や社会の背景としてグループディスカッ

ションの中で挙げられた内容を表３に示し

た。病院の論理や組織の環境に関するもの、

より広いがんという疾患がもつ特徴や日本

の医療政策や世論など社会状況に関するも

のの２つのレベルについて語られた。病院

の論理や組織環境としては、病棟が忙しく

て病棟で話を聞く余裕がない、病棟スタッ

フが話を聞くことに慣れていないといった

[病棟の多忙と力量不足]、担当医が相談支

援センターの利用について理解が不十分で

あり、ニーズがあると思われる患者を適切

につないでもらえないという[担当医の理

解不足]、相談の質ではなく件数のみで評価

されるという[「件数重視」の姿勢]、地域

連携や救急対応等との兼務による多忙や業

務が増えても定員が拡充されない[マンパ

ワー不足]、相談支援センターの場所が目に

つかない場所であったり、対応のために必

要な院内情報を収集する仕組みがないなど

の[相談対応の基盤が整わない院内環境]、

相談対応が直接収入に結び付かないことに

より評価されないという[院内への直接の

経済的貢献を重視する雰囲気]、診療報酬の

改定や医療者間の関係の在りようの変化な

ど社会の状況変化に対応して院内で重視さ

れる価値観や優先順位などの[医療をめぐ

る社会情勢の変化・それに対応する院内ロ

ジック]が挙げられた。また、がんの疾患そ

のものがもつ特徴やがんを取り巻く社会状

況の特徴としては、病状が多様で短期間で

変化する、医療資源の情報収集が難しい、

治療の選択肢が多い、必要とされる医療知

識が多いなど、[疾患の特徴]、イコール死

であるなどのがんのイメージ、圧倒的にが

ん患者数が多いこと、近年の患者数の急増

や情報の流布など[社会におけるがんの状

況]について挙げられた。 

  

４．目指す形に向けた対応や努力 

 上述した困難や不全感、その背景にある

要因に対応するために相談員が主体的に取

り組んでいることや、相談員個人や相談支

援センターの部門としての活動では対応が

難しいために外的基準として求めることに

ついて表４に示した。相談員の主体的な取

り組みとしては、相談支援センターの業務

を行う中で掲示、声掛けや服装などを細や

かに配慮・工夫する[相談支援センター業務

の自発的な取り組み]、院内の様々な部署や



  

場面における[院内の関係をつくる・理解を

広げる努力]、地域の医療機関や住民との関

係をつくっていく[地域の関係をつくる努

力]、都道府県や市町村などと連携する[行

政との関係をつくる努力]が挙げられた。一

方、これらの努力を行ったとしても個人や

部門としての努力では達成しにくい状況に

ついても語られ、がん診療連携拠点病院の

指定要件などにおいて人員配置を含めて具

体的かつ必須として要件が規定され、また

その実施についても踏み込んだ精査が行わ

れることを求める意見が多く出された。 

 

D. 考察 

がん専門相談員の多くは看護職やソーシャ

ルワーカーである。これらの医療専門職向

けの職務満足度スケールはこれまでも開発

され、継続意向、バーンアウト、利用者か

らのサービス評価等々との関連について検

討がなされてきた。いずれも有意な関連が

認められるとする報告が多数あり、高い職

務満足を得て働けることの重要性が指摘さ

れてきた。これらの職務満足度スケールは、

いくつかの領域に分けて項目が作成されて

いる。例えば、スタンプスらによって開発

され尾崎らによって日本語版が開発された

「看護婦の職務満足度尺度」は、給料、専

門職としての自律、看護業務、看護管理、

看護婦間相互の影響、職業的地位の 6 領域

が設定されている 1)。安達らによって開発

され、小原によって保健医療分野の社会福

祉士に適応した際の因子の検討が行われた、

「職場環境、職務内容、給与に関する満足

感測定尺度」は、「職場待遇と給与」、「達

成感とやりがい」、「組織内人間関係」の

３因子の構造であったと報告されている 2)。 

本研究で相談員から挙げられたやりがい

充実感については、小原らの「職場環境、

職務内容、給与に関する満足感測定尺度」

にいくつか関係すると考えられる項目（“私

の仕事は「やりがいのある仕事をした」と

いう感じが得られる”“私は、私のする仕

事についてクライエントから感謝される”

など）が見られるが、相談の原点を見た、

患者さんの力を感じられたといった感覚や、

院内外との関係を作っていく場面の充実感

などについては、直接該当する項目が見ら

れない。困難や不全感については、尾崎ら

の「看護婦の職務満足度尺度」の“一般的

にこの病院の意思は看護職員が行っている

ことを理解し、評価している” “もっとた

くさんの時間が、それぞれの患者に対して

あったなら、もっと良いケアができるだろ

う”、小原らの「職場環境、職務内容、給

与に関する満足感測定尺度」にある“私の

上司は仕事以外の個人的なことで相談にの

ってくれる”などが本研究で見られた発言

と共通する項目であると考えられるが、本

研究で多く語られた相談支援センターの意

義や役割が組織に十分に浸透していないこ

とに関連する困難や不全感については直接

あてはまるものが見られない。 

がん診療連携拠点病院の相談支援センタ

ーは、通常の院内患者へのサービスだけで

なく、すべてのがん患者を地域の住民を含

めた国民のニーズに応えることが求められ

ており、また、医療者や施設の論理とは合

致しない患者の意向にも患者の立場にたっ

て支援することが求められている。このこ

とからも、従来の医療専門職の職務満足と

は異なる要素も含まれているのは自然なこ

とであり、がん専門相談員の職務満足の把



  

握にあたっては、従来の尺度や研究結果を

参照しつつ、本研究で明らかになった要素

を反映できる新たな尺度開発が必要である

と考えられた。 

また、がんの相談支援の充実は多くの患

者から求められているものであり、より質

の高い相談支援が社会に提供されていくた

めには、職務満足度を高めることができる

異様な環境整備が必要である。そのために

は、職務満足の状態だけでなく、その高低

に影響する要因も含めて把握する必要があ

り、本研究で背景として相談員が感じてい

る組織や社会の状況についてもあわせて検

討することが望ましいと考えられた。 

 

E. 結論 

がん専門相談員が感じるやりがいや充実

感、困難や不全感については、看護職やソ

ーシャルワーカーなどの職種で開発されて

いる職務満足度によって捕捉される内容に

部分的に共通するものの、がん専門相談員

に特定の要素もあるものと考えられ、がん

専門相談員の職務満足の把握にあたっては、

従来の尺度や研究結果を参照しつつ、本研

究で明らかになった要素を反映できる新た

な尺度開発が必要であると考えられた。ま

た、よりよいがん相談支援につなげるため

には、その環境改善も必要であり、背景と

して考えられる要因についても合わせて把

握することが望ましいと考えられた。 
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